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議
第

７
３

号

　
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
１

条
 
　

２ 　
（

債
務

負
担

行
為

の
補

正
）

第
２

条
 
　

　
（

地
方

債
の

補
正

）
　

第
３

条
 
　

　
　

令
和

元
年

９
月

２
日

　
提

出

　
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
垣

市
長

　
　

小
　

　
川

　
　

　
　

　
敏

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

令
和

元
年

度
大

垣
市

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）

令
和

元
年

度
大

垣
市

の
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

「
第

１
表

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

３
２

３
，

５
０

０
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

６
４

，
６

４
１

，
４

０
０

千
円

と
す

る
。

債
務

負
担

行
為

の
追

加
は

、
「

第
２

表
債

務
負

担
行

為
補

正
」

に
よ

る
。

地
方

債
の

追
加

は
、

「
第

３
表

地
方

債
補

正
」

に
よ

る
。
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歳

　
　

入
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
5
.
国

庫
支

出
金

６
，

３
９

８
，

５
９

６
２

１
，

８
０

０
６

，
４

２
０

，
３

９
６

1
.
国

庫
負

担
金

５
，

４
９

０
，

９
５

８
１

４
，

０
０

０
５

，
５

０
４

，
９

５
８

2
.
国

庫
補

助
金

８
７

２
，

２
１

７
７

，
８

０
０

８
８

０
，

０
１

７

1
6
.
県

支
出

金
３

，
７

３
５

，
６

２
０

４
０

，
０

０
０

３
，

７
７

５
，

６
２

０

1
.
県

負
担

金
２

，
２

７
６

，
６

８
５

７
，

０
０

０
２

，
２

８
３

，
６

８
５

2
.
県

補
助

金
１

，
０

７
３

，
３

１
３

３
３

，
０

０
０

１
，

１
０

６
，

３
１

３

1
8
.
寄

附
金

４
７

２
，

８
２

０
１

，
５

０
０

４
７

４
，

３
２

０

1
.
寄

附
金

４
７

２
，

８
２

０
１

，
５

０
０

４
７

４
，

３
２

０

2
0
.
繰

越
金

１
，

０
２

６
，

５
０

０
２

５
５

，
１

０
０

１
，

２
８

１
，

６
０

０

1
.
繰

越
金

１
，

０
２

６
，

５
０

０
２

５
５

，
１

０
０

１
，

２
８

１
，

６
０

０

2
2
.
市

債
５

，
９

２
５

，
２

０
０

５
，

１
０

０
５

，
９

３
０

，
３

０
０

1
.
市

債
５

，
９

２
５

，
２

０
０

５
，

１
０

０
５

，
９

３
０

，
３

０
０

歳
　
　

　
　
　

入
　
　
　
　

　
合
　
　

　
　
　

計
６

４
，

３
１

７
，

９
０

０
３

２
３

，
５

０
０

６
４

，
６

４
１

，
４

０
０

　
第

１
表

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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歳

　
　

出
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

2
.
総

務
費

１
３

，
８

９
０

，
０

１
０

１
７

８
，

６
０

０
１

４
，

０
６

８
，

６
１

０

1
.
総

務
管

理
費

１
１

，
４

７
６

，
２

６
０

１
３

８
，

６
０

０
１

１
，

６
１

４
，

８
６

０

3
.
徴

税
費

６
６

７
，

７
７

０
４

０
，

０
０

０
７

０
７

，
７

７
０

3
.
民

生
費

２
１

，
７

４
４

，
６

９
０

３
４

，
４

０
０

２
１

，
７

７
９

，
０

９
０

2
.
老

人
福

祉
費

２
，

３
１

２
，

９
２

０
６

，
２

０
０

２
，

３
１

９
，

１
２

０

3
.
児

童
福

祉
費

９
，

１
８

８
，

８
８

０
２

８
，

２
０

０
９

，
２

１
７

，
０

８
０

6
.
農

林
水

産
業

費
８

９
６

，
８

１
０

５
６

，
７

０
０

９
５

３
，

５
１

０

4
.
土

地
改

良
費

５
４

８
，

４
３

０
５

６
，

７
０

０
６

０
５

，
１

３
０

7
.
商

工
費

２
，

２
１

６
，

３
３

０
４

，
０

０
０

２
，

２
２

０
，

３
３

０

1
.
商

工
費

２
，

１
７

１
，

８
３

０
４

，
０

０
０

２
，

１
７

５
，

８
３

０

8
.
土

木
費

６
，

８
５

７
，

２
９

０
３

，
０

０
０

６
，

８
６

０
，

２
９

０

5
.
住

宅
費

５
４

４
，

１
４

０
３

，
０

０
０

５
４

７
，

１
４

０
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款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
0
.
教

育
費

６
，

４
４

２
，

６
０

０
４

６
，

８
０

０
６

，
４

８
９

，
４

０
０

2
.
小

学
校

費
７

８
１

，
４

４
０

５
０

０
７

８
１

，
９

４
０

4
.
幼

稚
園

費
９

８
６

，
４

９
０

１
１

，
９

０
０

９
９

８
，

３
９

０

5
.
社

会
教

育
費

１
，

６
３

５
，

９
４

０
７

，
２

０
０

１
，

６
４

３
，

１
４

０

6
.
保

健
体

育
費

１
，

５
６

９
，

６
４

０
２

７
，

２
０

０
１

，
５

９
６

，
８

４
０

歳
　
　

　
　
　

出
　
　
　
　

　
合
　
　

　
　
　

計
６

４
，

３
１

７
，

９
０

０
３

２
３

，
５

０
０

６
４

，
６

４
１

，
４

０
０

6



第
２

表
　

　
債

 
務

 
負

 
担

 
行

 
為

 
補

 
正

（
単

位
：

千
円

）

第
３

表
　

　
地

 
方

 
債

 
補

 
正

（
単

位
：

千
円

）

期
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
間

令
和

２
年

度

限
 
 
 
 
度

 
 
 
 
額

 
4
 
0
 
,
 
7
 
0
 
0
 

た
だ

し
、

市
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間

及
び

償
還

期
限

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
、

繰
上

償
還

又
は

低
利

に
借

り
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

6
.
0
％

以
内

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
、

そ
の

融
資

条
件

に

 
 
 
（

た
だ

し
、

利
率

見
直

し
方

式

 
 
 
で

借
り

入
れ

る
資

金
に

つ
い

て
、

 
 
 
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に

 
 
 
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の

 
 
 
利

率
）

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

は
借

入
先

と
協

定
し

、
そ

の
条

件
に

従
う

も
の

と
す

る
。

起
債

の
目

的
限

 
度

 
額

起
 
債

 
の

 
方

 
法

利
　

　
率

償
　

　
還

　
　

の
　

　
方

　
　

法

学
習

館
・

文
化

会
館

改
修

事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
1
0
0

普
通

貸
借

又
は

証
券

発
行

学
習

館
・

文
化

会
館

改
修

事
業

事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項
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１
　
歳
　

入

(
款

)
 
1
5
.
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
1
.
 
国

庫
負

担
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
民

生
費

国
庫

負
担

金
5
,
3
5
6
,
0
1
8

9
,
4
0
0

5
,
3
6
5
,
4
1
8

 
2
.
児

童
福

祉
費

9
,
4
0
0

累
計

3
,
0
0
6
,
3
5
6

幼
児

保
育

等
無

償
化

給
付

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
預

か
り

保
育

無
償

化
給

付
費

　
　

　
 
 
8
,
6
0
0
×

1
／

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
3
0
0

　
認

可
外

保
育

施
設

等
無

償
化

給
付

費

　
　

　
 
1
0
,
2
0
0
×

1
／

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
1
0
0

 
3
.
教

育
費

国
庫

負
担

金
1
3
2
,
5
9
2

4
,
6
0
0

1
3
7
,
1
9
2

 
1
.
幼

稚
園

費
4
,
6
0
0

無
償

化
給

付
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

　
 
 
9
,
2
0
0
×

1
／

2

計
5
,
4
9
0
,
9
5
8

1
4
,
0
0
0

5
,
5
0
4
,
9
5
8

(
款

)
 
1
5
.
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
2
.
 
国

庫
補

助
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
総

務
費

国
庫

補
助

金
1
0
5
,
5
6
0

5
,
9
0
0

1
1
1
,
4
6
0

 
1
.
総

務
管

理
費

5
,
9
0
0

累
計

5
8
,
4
8
0

個
人

番
号

カ
ー

ド
利

用
環

境
整

備
事

業
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

　
 
 
5
,
9
0
0
×

1
0
／

1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
 
和

 
元

 
年

 
度

 
大

 
垣

 
市

 
一

 
般

 
会

 
計

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
補

 
正

 
予

 
算

 
事

 
項

 
別

 
明

 
細

 
書

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

8



 
2
.
民

生
費

国
庫

補
助

金
3
1
9
,
3
5
3

1
,
0
0
0

3
2
0
,
3
5
3

 
4
.
老

人
福

祉
費

1
,
0
0
0

地
域

介
護

・
福

祉
空

間
整

備
等

施
設

整
備

事
業

費
 
 
 
 
 

　
　

　
 
 
 
 
6
0
0
×

1
0
／

1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0
0

　
　

　
 
 
 
 
6
0
0
×

2
／

3
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
4
0
0

 
5
.
教

育
費

国
庫

補
助

金
7
1
,
1
7
1

9
0
0

7
2
,
0
7
1

 
4
.
幼

稚
園

費
9
0
0

累
計

6
,
8
3
2

教
材

費
等

実
費

徴
収

費
用

補
助

事
業

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

　
 
 
2
,
7
0
0
×

1
／

3

計
8
7
2
,
2
1
7

7
,
8
0
0

8
8
0
,
0
1
7

(
款

)
 
1
6
.
 
県

支
出

金

(
項

)
 
1
.
 
県

負
担

金
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
民

生
費

県
負

担
金

2
,
1
9
7
,
9
4
9

4
,
7
0
0

2
,
2
0
2
,
6
4
9

 
3
.
児

童
福

祉
費

4
,
7
0
0

累
計

8
8
0
,
9
7
4

幼
児

保
育

等
無

償
化

給
付

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
預

か
り

保
育

無
償

化
給

付
費

　
　

　
 
 
8
,
6
0
0
×

1
／

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
1
5
0

　
認

可
外

保
育

施
設

等
無

償
化

給
付

費

　
　

　
 
1
0
,
2
0
0
×

1
／

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
5
5
0

 
3
.
教

育
費

県
負

担
金

6
6
,
2
9
6

2
,
3
0
0

6
8
,
5
9
6

 
1
.
幼

稚
園

費
2
,
3
0
0

無
償

化
給

付
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

　
 
 
9
,
2
0
0
×

1
／

4

計
2
,
2
7
6
,
6
8
5

7
,
0
0
0

2
,
2
8
3
,
6
8
5

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
6
.
 
県

支
出

金

(
項

)
 
2
.
 
県

補
助

金
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説
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-
-

3
,
2
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
0
.
 
教

育
費

(
項

)
 
5
.
 
社

会
教

育
費

(
単

位
：

千
円

)

補
　

 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
文

化
施

設
費

5
1
0
,
1
0
0

7
,
2
0
0

5
1
7
,
3
0
0

-
5
,
1
0
0

-
2
,
1
0
0

1
5
.
工

事
請

負
費

7
,
2
0
0

累
計

1
7
1
,
4
0
0

計
1
,
6
3
5
,
9
4
0

7
,
2
0
0

1
,
6
4
3
,
1
4
0

-
5
,
1
0
0

-
2
,
1
0
0

(
款

)
 
1
0
.
 
教

育
費

(
項

)
 
6
.
 
保

健
体

育
費

(
単

位
：

千
円

)

補
　

 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
保

健
体

育
1
0
7
,
0
7
0

4
,
2
0
0

1
1
1
,
2
7
0

-
-

-
4
,
2
0
0

1
9
.
負

担
金

補
助

4
,
2
0
0

累
計

3
6
,
1
7
0

総
務

費
．

及
び

交
付

金
東

京
２

０
２

０
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
聖

火
リ

レ
ー

岐
阜

 

県
実

行
委

員
会

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
.
体

育
施

設
費

4
8
1
,
7
1
0

2
3
,
0
0
0

5
0
4
,
7
1
0

-
-

-
2
3
,
0
0
0

1
5
.
工

事
請

負
費

2
3
,
0
0
0

累
計

1
3
7
,
1
0
0

計
1
,
5
6
9
,
6
4
0

2
7
,
2
0
0

1
,
5
9
6
,
8
4
0

-
-

-
2
7
,
2
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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（
単

位
：

千
円

）

2
4
0
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 
 
―

2
8
,
9
0
0

学
習

館
・

文
化

会
館

改
修

事
業

4
0
,
7
0
0

4
0
,
7
0
0

―
 
 
 
 
―

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
 
 
 
 
 
 
―

1
1
,
8
0
0

債
務

負
担

行
為

で
翌

年
度

以
降

に
わ

た
る

も
の

に
つ

い
て

の
前

年
度

末
ま

で
の

支
出

額

又
は

支
出

額
の

見
込

み
及

び
当

該
年

度
以

降
の

支
出

予
定

額
等

に
関

す
る

調
書

事
　

　
　

　
　

項
限

 
度

 
額

支
出

予
定

額

前
年

度
末

ま
で

の
当

該
年

度
以

降
左

　
　

の
　

　
財

　
　

源
　

　
内

　
　

訳

支
出

（
見

込
）

額
の

支
出

予
定

額
特

　
　

定
　

　
財

　
　

源
一

般
財

源
期

　
間

金
 
 
額

期
　

間
金

 
 
額

年
度

 
年

度
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（
単

位
：

千
円

）

1
. (
8
)

地
方

債
の

前
前

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

並
び

に
前

年
度

末

及
び

当
該

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る

調
書

区
　

　
　

　
　

　
分

当
 
該

 
年

 
度

 
中

 
起

 
債

 
見

 
込

 
額

当
 
該

 
年

 
度

 
末

 
現

 
在

 
高

 
見

 
込

 
額

補
　

　
正

　
　

前
補

　
　

正
　

　
後

補
　

　
正

　
　

前
補

　
　

正
　

　
後

普
通

債
 
4
 
,
 
2
 
6
 
2
 
,
 
7
 
0
 
0
 

 
4
 
,
 
2
 
6
 
7
 
,
 
8
 
0
 
0
 

3
 
9
 
,
 
5
 
5
 
7
 
,
 
5
 
0
 
2
 

3
 
9
 
,
 
5
 
6
 
2
 
,
 
6
 
0
 
2
 

一
般

単
独

 
1
 
,
 
8
 
1
 
2
 
,
 
2
 
0
 
0
 

 
1
 
,
 
8
 
1
 
7
 
,
 
3
 
0
 
0
 

1
 
1
 
,
 
7
 
4
 
8
 
,
 
5
 
7
 
9
 

1
 
1
 
,
 
7
 
5
 
3
 
,
 
6
 
7
 
9
 

合
 
　

　
　

　
　

計
 
5
 
,
 
9
 
2
 
5
 
,
 
2
 
0
 
0
 

 
5
 
,
 
9
 
3
 
0
 
,
 
3
 
0
 
0
 

6
 
7
 
,
 
5
 
5
 
9
 
,
 
4
 
3
 
3
 

6
 
7
 
,
 
5
 
6
 
4
 
,
 
5
 
3
 
3
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議
第

７
４

号

　
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

２ 　
　

令
和

元
年

９
月

２
日

　
提

出

　
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
垣

市
長

　
　

小
　

　
川

　
　

　
　

　
敏

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

令
和

元
年

度
大

垣
市

国
民

健
康

保
険

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

令
和

元
年

度
大

垣
市

の
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
１

条
 
　
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
１

５
６

，
３

０
０

千
円

を
追

加
し

、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
歳

入
歳

出

そ
れ

ぞ
れ

１
５

，
８

８
０

，
３

０
０

千
円

と
す

る
。

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

「
第

１
表
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歳

　
　

入
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

6
.
繰

越
金

５
１

４
，

８
７

０
１

５
６

，
３

０
０

６
７

１
，

１
７

０

1
.
繰

越
金

５
１

４
，

８
７

０
１

５
６

，
３

０
０

６
７

１
，

１
７

０

歳
　
　

　
　
　

入
　
　
　
　

　
合
　
　

　
　
　

計
１

５
，

７
２

４
，

０
０

０
１

５
６

，
３

０
０

１
５

，
８

８
０

，
３

０
０

　
　

　
歳

　
　

出
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
.
総

務
費

２
１

７
，

８
８

０
１

５
６

，
３

０
０

３
７

４
，

１
８

０

1
.
総

務
管

理
費

２
１

７
，

５
５

０
１

５
６

，
３

０
０

３
７

３
，

８
５

０

歳
　
　

　
　
　

出
　
　
　
　

　
合
　
　

　
　
　

計
１

５
，

７
２

４
，

０
０

０
１

５
６

，
３

０
０

１
５

，
８

８
０

，
３

０
０

　
第

１
表

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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１
　
歳
　
入

(
款

)
 
6
.
 
繰

越
金

(
項

)
 
1
.
 
繰

越
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
繰

越
金

5
1
4
,
8
7
0

1
5
6
,
3
0
0

6
7
1
,
1
7
0

 
1
.
繰

越
金

1
5
6
,
3
0
0

計
5
1
4
,
8
7
0

1
5
6
,
3
0
0

6
7
1
,
1
7
0

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

令
 
和

 
元

 
年

 
度

 
大

 
垣

 
市

 
国

 
民

 
健

 
康

 
保

 
険

 
事

 
業

 
会

 
計

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
補

 
正

 
予

 
算

 
事

 
項

 
別

 
明

 
細

 
書

２
　

歳
　

出
(
款
)
 
1
.
 
総
務
費

(
項
)
 
1
.
 
総
務
管
理
費

(
単
位
：
千
円
)

補
　

 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　

　
　

明

 
2
.
諸

費
2
0
,
9
0
0

1
5
6
,
3
0
0

1
7
7
,
2
0
0

-
-

-
1
5
6
,
3
0
0

2
3
.
償

還
金

利
子

1
5
6
,
3
0
0

累
計

1
6
8
,
3
0
0

及
び

割
引

料
国

庫
等

返
還

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
2
1
7
,
5
5
0

1
5
6
,
3
0
0

3
7
3
,
8
5
0

-
-

-
1
5
6
,
3
0
0

保
険

料
県

支
出

金
繰

入
金

そ
の

他
区

 
 
 
分

金
 
 
 
額
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議
第

７
５

号

　
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

２ 　
　

令
和

元
年

９
月

２
日

　
提

出

　
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
垣

市
長

　
　

小
　

　
川

　
　

　
　

　
敏

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

令
和

元
年

度
大

垣
市

介
護

保
険

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）

令
和

元
年

度
大

垣
市

の
介

護
保

険
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
１

条
 
　
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
１

０
３

，
５

０
０

千
円

を
追

加
し

、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
歳

入
歳

出

そ
れ

ぞ
れ

１
３

，
７

８
８

，
５

０
０

千
円

と
す

る
。

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

「
第

１
表
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歳

　
　

入
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

7
.
繰

越
金

１
１

８
，

６
０

０
１

０
３

，
５

０
０

２
２

２
，

１
０

０

1
.
繰

越
金

１
１

８
，

６
０

０
１

０
３

，
５

０
０

２
２

２
，

１
０

０

歳
　
　

　
　
　

入
　
　
　
　

　
合
　
　

　
　
　

計
１

３
，

６
８

５
，

０
０

０
１

０
３

，
５

０
０

１
３

，
７

８
８

，
５

０
０

　
　

　
歳

　
　

出
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
.
総

務
費

２
６

８
，

５
１

０
１

０
３

，
５

０
０

３
７

２
，

０
１

０

1
.
総

務
管

理
費

１
６

１
，

５
３

０
１

０
３

，
５

０
０

２
６

５
，

０
３

０

歳
　
　

　
　
　

出
　
　
　
　

　
合
　
　

　
　
　

計
１

３
，

６
８

５
，

０
０

０
１

０
３

，
５

０
０

１
３

，
７

８
８

，
５

０
０

　
第

１
表

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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１
　
歳
　
入

(
款

)
 
7
.
 
繰

越
金

(
項

)
 
1
.
 
繰

越
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
繰

越
金

1
1
8
,
6
0
0

1
0
3
,
5
0
0

2
2
2
,
1
0
0

 
1
.
繰

越
金

1
0
3
,
5
0
0

計
1
1
8
,
6
0
0

1
0
3
,
5
0
0

2
2
2
,
1
0
0

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

令
 
和

 
元

 
年

 
度

 
大

 
垣

 
市

 
介

 
護

 
保

 
険

 
事

 
業

 
会

 
計

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
補

 
正

 
予

 
算

 
事

 
項

 
別

 
明

 
細

 
書

２
　

歳
　

出
(
款
)
 
1
.
 
総
務
費

(
項
)
 
1
.
 
総
務
管
理
費

(
単
位
：
千
円
)

補
　

 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　

　
　

明

 
2
.
諸

費
3
,
6
1
0

1
0
3
,
5
0
0

1
0
7
,
1
1
0

-
-

-
1
0
3
,
5
0
0

2
3
.
償

還
金

利
子

1
0
3
,
5
0
0

及
び

割
引

料
国

庫
等

返
還

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
6
1
,
5
3
0

1
0
3
,
5
0
0

2
6
5
,
0
3
0

-
-

-
1
0
3
,
5
0
0

保
険

料
国

県
支

出
金

繰
入

金
そ

の
他

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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議第７６号  

   大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ

いて 

 大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のとおり制

定するものとする。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２

第５項、第２０４条第３項及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２４条第５項に基づき、法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び

費用弁償に関する事項を定めるものとする。  

（給与）  

第２条  前条の給与とは、法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フ

ルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては給料、通勤手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期

末手当をいい、同項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計年度任用

職員」という。）にあっては基本報酬（当該パートタイム会計年度任用職員

について定められた勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。）

並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当

する報酬並びに期末手当をいう。  

（給料及び基本報酬）  

第３条  フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、その職務の内容及び責

任の度に基づき、大垣市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１０号。

以下「給与条例」という。）の適用を受ける職員の給料との権衡を考慮して、

別表の左欄に掲げる会計年度任用職員が従事する業務の種別に応じ、同表の

右欄に定める額（次項において「上限額」という。）を超えない範囲内で市

の規則で定める額とする。  

２  パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額、日額又は時間額

で定めるものとし、その職務の内容及び責任の度に基づき、給与条例の適用

を受ける職員の給料との権衡並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、上

限額を超えない範囲内で市の規則で定める額とする。  
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（給料及び基本報酬の支給）  

第４条  フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用

職員（月額で基本報酬を定める者に限る。）の基本報酬の支給は、給与条例

の適用を受ける職員の例による。  

２  パートタイム会計年度任用職員（日額又は時間額で基本報酬を定める者に

限る。）の基本報酬は、月の１日から末日までの間における勤務日数又は勤

務時間数により計算した全額を、市の規則で定める支給日に支給する。  

（通勤手当）  

第５条  フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例

により、通勤手当を支給する。  

（特殊勤務手当）  

第６条  フルタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当を支給する。その種

類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法については、市の規則

で定める。  

（時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びにこれらに相当する

報酬） 

第７条  会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、時

間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当（パートタイム会計年度任用

職員にあっては、これらに相当する報酬）を支給する。この場合において、

勤務１時間当たりの給与額については、第１０条に規定する勤務１時間当た

りの給与額によるものとする。  

（宿日直手当及びこれに相当する報酬）  

第８条  会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿

日直手当（パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬）

を支給する。  

（期末手当）  

第９条  給与条例第２４条から第２４条の３までの規定（給与条例第２４条第

３項及び第５項の規定を除く。）は、任期の定めが１２月で６月１日及び

１２月１日にそれぞれ在職する会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間

が著しく少ない者として市の規則で定める者を除く。）について準用する。

この場合において、給与条例第２４条第２項中「１００分の１３０を乗じて

得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難

及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市の規則で定

める職員に限る。第２５条において「特定管理職員」という。）にあっては
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１００分の１１０を乗じて得た額）」とあるのは「給与条例の適用を受ける

職員の期末手当との権衡を考慮し、市の規則で定める率を乗じて得た額」と、

同条第４項中「職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職員等にあっては、

給料の月額を算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「職員が受けるべき給料の月額

（パートタイム会計年度任用職員にあっては、市の規則で定める報酬の額）」

と読み替えるものとする。  

（勤務１時間当たりの給与算出）  

第１０条  フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額は、給料

の月額に１２を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定

められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから市の規則で定め

る時間を減じたもので除して得た額とする。  

２  前項の規定にかかわらず、第６条に規定する特殊勤務手当の支給対象とな

る勤務に従事した場合の勤務１時間当たりの給与額は、前項に定める勤務１

時間当たりの給与額に次に掲げる額を加えた額とする。  

⑴ 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額

に１２を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定めら

れた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから市の規則で定める

時間を減じたもので除して得た額  

⑵ 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額

を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりに

おける１日平均所定労働時間数で除して得た額  

３  パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

⑴  基本報酬を月額で定める場合  基本報酬の月額に１２を乗じて得た額

を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもの

で除して得た額  

⑵  基本報酬を日額で定める場合  基本報酬の日額を当該パートタイム会

計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間で除して得

た額 

⑶ 基本報酬を時間額で定める場合  基本報酬の時間額  

（給与及び報酬の端数計算）  

第１１条  前条に規定する勤務１時間当たりの給与額及び第７条の規定によ

り勤務１時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手
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当並びにこれらの手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額

に、５０銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未

満の端数を生じたときは、これを１円に切り上げるものとする。  

（給与の減額）  

第１２条  会計年度任用職員が勤務しないときは、大垣市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成７年条例第１号）第９条に規定する祝日法による休

日若しくは年末年始の休日又は市の規則で定める日である場合、有給の休暇

による場合その他その勤務をしないことにつき特に承認があった場合を除

き、その勤務しない１時間につき、第１０条に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額した給与を支給する。  

（任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与）  

第１３条  第２条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質その他特別の

事情によりこれらの規定により難い者として任命権者が特に必要と認める

会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡

を考慮し、任命権者が別に定める。  

（給与からの控除）  

第１４条  給与条例第１６条第２項の規定は、会計年度任用職員について準用

する。 

（給与の口座振替による支払）  

第１５条  給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支

払うことができる。  

（通勤に係る費用弁償）  

第１６条  パートタイム会計年度任用職員が給与条例第１３条第１項各号に

定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給

する。 

２  パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償は、給与条例の適

用を受ける職員の例による。この場合において、その支給する額は、１月当

たりの通勤回数を考慮して市の規則で定める。  

（公務のための旅行に係る費用弁償）  

第１７条  パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を

負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。  

２  パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償は、大垣市職員の旅

費に関する条例（昭和３１年条例第６号）の適用を受ける職員の例による。

この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務区分は、同条例別

表職務区分３に相当するものとする。  
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（委任）  

第１８条  この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。  

 

別表（第３条関係）  

会計年度任用職員が従事する業務の種別  額  

給与条例別表第１ア行政職給料表⑴の適用を受

ける職員が行う業務に準ずる業務  

給与条例別表第１ア行政

職給料表⑴の１級の２９

号給の額  

給与条例別表第１イ行政職給料表⑵の適用を受

ける職員が行う業務に準ずる業務  

給与条例別表第１イ行政

職給料表⑵の１級の２５

号給の額  

給与条例別表第２ア医療職給料表⑴の適用を受

ける職員が行う業務に準ずる業務  

給与条例別表第２ア医療

職給料表⑴の１級の２５

号給の額  

給与条例別表第２イ医療職給料表⑵の適用を受

ける職員が行う業務に準ずる業務  

給与条例別表第２イ医療

職給料表⑵の２級の２１

号給の額  

給与条例別表第２ウ医療職給料表⑶の適用を受

ける職員が行う業務に準ずる業務  

給与条例別表第２ウ医療

職給料表⑶の２級の２１

号給の額  

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
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議第７７号  

   大垣市職員定数条例等の一部改正について  

大垣市職員定数条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市職員定数条例等の一部を改正する条例  

（大垣市職員定数条例の一部改正）  

第１条  大垣市職員定数条例（昭和２４年条例第２２号）の一部を次のように

改正する。  

 第１条第１項を次のように改める。  

  この条例において「職員」とは、市長、地方公営企業、議会の事務局、

教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機

関並びに選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局

に常時勤務する地方公務員で、一般職に属する者（臨時の職に任用された

ものを除く。）をいう。  

第１条第２項中「、嘱託、副市長、教育長」を削り、「除く」を「含まな

い」に改める。  

 （大垣市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第２条  大垣市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一部

を次のように改正する。  

 第２条に次の２号を加える。  

⑶ 大垣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年条例第

１号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務

職員 

⑷ 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員  

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員  

(ア ) 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続

き在職した期間が１年以上である非常勤職員  

(イ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６箇月に達する日（以下「 1 歳６箇月到達日」と

いう。）（第２条の４に規定する場合にあっては、２歳に達する日）

までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のも

の）が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明ら
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かでない非常勤職員  

(ウ) 勤務日の日数を考慮して市の規則で定める非常勤職員  

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育す

る子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」

という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。）  

ウ  その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が

更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されること

に伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとする者  

第２条の３を第２条の５とし、第２条の２の次に次の２条を加える。  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）  

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。  

⑴  次号及び第３号に掲げる場合以外の場合  非常勤職員の養育する子

の１歳到達日  

⑵ 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達

日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法そ

の他の法律の規定による育児休業（以下この条及び次条において「地方

等育児休業」という。）をしている場合において当該非常勤職員が当該

子について育児休業をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日と

された日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育

児休業の期間の初日前である場合を除く。）  当該子が１歳２箇月に達

する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育

児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日

数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常

勤職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項及び第

２項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をし

た日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後

の日であるときは、当該経過する日）  

⑶ １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合
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に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））

の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該

当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当する

とき 当該子の１歳６箇月到達日  

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業

をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日

（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）にお

いて地方等育児休業をしている場合  

イ  当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続

的な勤務のために特に必要と認められる場合として市の規則で定め

る場合に該当する場合  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）  

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月か

ら２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇

月到達日の翌日（当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を

している非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

⑴ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日におい

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１

歳６箇月到達日において地方等育児休業をしている場合  

⑵  当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが
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継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市の規則で定

める場合に該当する場合  

第３条第６号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について児

童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２

条第６項に規定する認定こども園又は児童福祉法第２４条第２項に規定す

る家庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）における保育の利用を希

望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加え、同

条に次の２号を加える。  

⑺  第２条の３第３号に掲げる場合又は第２条の４に規定する場合に該

当すること。  

⑻  その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとすること。  

第４条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等

における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行わ

れないこと」を加える。  

第７条第２項中「育児休業をしている職員」の次に「（地方公務員法第

２２条の２第１項に規定する職員（以下「会計年度任用職員」という。）を

除く。）」を加える。  

第９条中「育児休業をした職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」

を加える。  

第１２条第７号中「別居したこと」の次に「、育児短時間勤務に係る子に

ついて保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないこと」を加える。  

第２０条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。  

⑴ 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員  

⑵ 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再

任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）  

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員  

イ  勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市の規則で定
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める非常勤職員  

第２１条第１項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第８条第１項に規

定する正規の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下

この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤

務時間）」に改め、同条第２項中「勤務時間条例第１４条」を「労働基準法

第６７条」に改め、「規定による育児時間」の次に「（以下「育児時間」とい

う。）」を、「職員」の次に「（非常勤職員を除く。）」を加え、同条に次の１項

を加える。  

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常

勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じ

た時間を超えない範囲で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

第７６号）第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の

規定による介護をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）

の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、

かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受

けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

第２２条中「職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を加え、同条

に次の１項を加える。  

２ 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大垣

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第

号）第１２条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例

第１０条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支 給

する。 

 （大垣市職員の分限に関する条例の一部改正）  

第３条  大垣市職員の分限に関する条例（昭和６０年条例第１６号）の一部を

次のように改正する。  

 第３条に次の１項を加える。  

４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規

定の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第

２２条の２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期（以下「会計年度

任用職員の任期」という。）の範囲内」と、「３年に満たない場合」とあ

るのは「会計年度任用職員の任期に満たない場合」と、「３年を超えない

限度」とあるのは「会計年度任用職員の任期の限度」とする。  

 

34



 

 （大垣市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第４条  大垣市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第

５８号）の一部を次のように改正する。  

 第４条中「の月額」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員

については、大垣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年条例第 号）第３条に規定する基本報酬の額）（以下「給料等」とい

う。）」を加え、「給料から」を「給料等から」に改める。  

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の

一部改正）  

第５条  外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例（平成６年条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に改める。  

（大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）  

第６条  大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年条

例第２９号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第２項第３号及び第１１条第３号中「第２２条第１項」を「第２２

条」に改める。  

（大垣市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）  

第７条  大垣市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例

第４号）の一部を次のように改正する。  

 第３条中「、職員」の次に「（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地

方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及

び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同

じ。）」を加える。  

 （大垣市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第８条  大垣市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１０号）の一部を

次のように改正する。  

第１６条第２項中「ものとする」を「ことができる」に改める。  

第２１条の２中「までに規定する勤務１時間当たりの給与額の１００分の

１５０、１００分の１２５又は１００分の２５」を「までの規定により勤務

１時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当」に

改める。  

 第２８条を第２９条とし、第２７条の次に次の１条を加える。  

（会計年度任用職員の給与）  

第２８条  法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与につい
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ては、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。  

別表第１アの表備考ただし書を削る。  

 （大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正）  

第９条  大垣市職員の旅費に関する条例（昭和３１年条例第６号）の一部を次

のように改正する。  

 第２条第１項第１号中「一般職の職員」の次に「（法第２２条の２第１項

第１号に掲げる職員を除く。）」を加える。  

別表を次のように改める。  

別表（第１１条、第１４条、第１５条、第１５条の４、第１９条関係）  

職務区分  
日当（１日

につき）  

宿泊料（１

夜につき）  

１ 市長・副市長・教育長   3,000 円 14,800 円  

２ 行政職給料表⑴  7.8 

  医療職給料表⑴  1.2.3.4.5 

  医療職給料表⑵  7.8 

  医療職給料表⑶  6.7 

 

級の職に

ある者  
2,600 円 13,100 円  

３ 行政職給料表⑴  1.2.3.4.5.6 

  行政職給料表⑵  1.2.3.4.5 

  医療職給料表⑵  1.2.3.4.5.6 

  医療職給料表⑶  1.2.3.4.5 

 

級の職に

ある者  2,200 円 10,900 円  

  法第 22 条の 2 第 1 項第 2 号に掲げる職員  

 （大垣市職員退職手当条例の一部改正） 

第１０条  大垣市職員退職手当条例（昭和２８年条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。  

 第２条第２項に次のただし書を加える。  

  ただし、法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、この限

りでない。  

 第６条の６を第６条の７とし、第６条の５の次に次の１条を加える。  

（会計年度任用職員の退職手当の額） 

第６条の６ 法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員が退職した場合にお

けるその者に対する退職手当の額は、第２条の４及び第６条の５の規定に

かかわらず、職員の退職手当の額との権衡を考慮して、当該額の範囲内で

市長が定める額とする。 
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 （大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）  

第１１条  大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条

例第２３号）の一部を次のように改正する。  

 第１６条の７の次に次の１条を加える。  

（会計年度任用職員の給与の種類及び基準）  

第１６条の８  企業職員で地方公務員法第２２条の２第１項に規定する職員

の 給与の種類及び基準については、大垣市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例（令和元年条例第  号）の各相当規定及び大垣市退職

手当条例（昭和２８年条例第２８号）の会計年度任用職員に係る規定の例

による。  

   附 則  

この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
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議第７８号  

   大垣市職員の分限に関する条例等の一部改正について  

大垣市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例  

（大垣市職員の分限に関する条例の一部改正）  

第１条  大垣市職員の分限に関する条例（昭和６０年条例第１６号）の一部を

次のように改正する。  

 第４条の２第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に、「いた

った」を「至った」に改める。  

 （大垣市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第２条  大垣市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１０号）の一部を

次のように改正する。  

 第２０条第６項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して同法第２８条

第４項の規定により失職し」を削る。  

 第２４条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して同法第２８条

第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を

削る。 

 第２４条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を

除く。）」を削る。  

 第２５条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して同法第２８条

第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職

し」を削る。  

（大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正）  

第３条  大垣市職員の旅費に関する条例（昭和３１年条例第６号）の一部を次

のように改正する。  

 第３条第３項中「第１６条第２号又は第５号」を「第１６条第１号又は第

４号」に改める。  

 （大垣市職員退職手当条例の一部改正） 

第４条  大垣市職員退職手当条例（昭和２８年条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第１２条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」
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を削る。  

 （大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）  

第５条  大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条例

第２３号）の一部を次のように改正する。  

 第１４条第２項第２号中「（同法第１６条第１号、第３号及び第４号に該

当する場合を除く。）」を削る。  

   附 則  

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。  
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議第７９号  

   大垣市印鑑登録条例の一部改正について  

大垣市印鑑登録条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市印鑑登録条例の一部を改正する条例  

 大垣市印鑑登録条例（昭和５５年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。  

 第４条第２項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭

和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧

氏をいう。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第

２９２号）第３０条の２６第１項」を「令第３０条の１６第１項」に、「氏名

若しくは」を「氏名、旧氏若しくは」に改め、同項第２号中「氏名」の次に「、

旧氏又は通称」を加え、同条第３項中「記載されている」を「記載がされてい

る」に改める。  

 第６条第１項第３号を次のように改める。  

⑶ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載（法第６条第３項

の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住民

票にあっては、記録。以下同じ。）がされている場合にあっては氏名及び

当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっ

ては氏名及び当該通称）  

 第６条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同項第７号中「記載さ

れている」を「記載がされている」に改め、同号を同項第６号とし、同条第２

項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。  

 第１２条第１項第４号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、

住民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加える。  

 第１４条第１項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改め、同項第１号を

次のように改める。  

⑴ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合

にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がさ

れている場合にあっては氏名及び当該通称  

 第１４条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、

同項第６号中「記載されている」を「記載がされている」に改め、同号を同項
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第５号とする。  

   附 則  

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  
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議第８０号  

   大垣市税条例の一部改正について  

大垣市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長  小 川   敏  

 

大垣市税条例の一部を改正する条例  

第１条  大垣市税条例（昭和２５年条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

第２８条の２中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６

項とし、第４項の次に次の１項を加える。  

５ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得

税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有

するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項

各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定

める記載によることができる。  

第２８条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項中第３

号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  

第２８条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」

に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養

親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者であ

る者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」

に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項中第３号

を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  

第２８条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６

第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の

６第６項」に改める。  

第２８条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第６項」を「同

条第７項」に、「第７項」を「第８項」に、「においては」を「には」に改
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める。 

附則第１８条の２に次の３項を加える。  

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受

ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の

環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第

１８条の４の規定により読み替えられた第６５条の７第１項の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場

合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車につ

いて法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた法第

１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。  

附則第１８条の２を附則第１８条の２の２とし、附則第１８条の次に次の

１条を加える。  

（軽自動車税の環境性能割の非課税）  

第１８条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場

合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下こ

の条において同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和

元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第１８条の６第３

項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第６４条第１

項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。  

附則第１８条の６に次の１項を加える。  
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３  自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６５条の

５（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該

軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００

分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。  

附則第１９条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指

定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」

を加え、同条に次の３項を加える。  

２  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車

に対する第６６条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４

月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。  

第2号ア(ｲ) 3,900円 1,000円 

第2号ア(ｳ)a 6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

第2号ア(ｳ)b 3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

３  法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項

第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）のうち三輪以上のものに対する第６６条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年

度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。  

第2号ア(ｲ) 3,900円 2,000円 

第2号ア(ｳ)a 6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

第2号ア(ｳ)b 3,800円 1,900円 
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5,000円 2,500円 

４  法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車の

うち三輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する

第６６条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４

月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。  

第2号ア(ｲ) 3,900円 3,000円 

第2号ア(ｳ)a 6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

第2号ア(ｳ)b 3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

附則第２０条を次のように改める。  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）  

第２０条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするものとする。  

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があること

を第６７条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその

他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由

として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現

在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽

自動車税の種別割に関する規定（第６９条及び第７０条の規定を除く。）

を適用する。  

３  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割
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の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。  

第２条  大垣市税条例の一部を次のように改正する。  

第１７条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に

改める。  

附則第１９条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を

加える。  

５  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車

のうち、自家用の乗用のものに対する第６６条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

附則第２０条第１項中「第４項」を「第５項」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。  

⑴  第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定  令和

元年１０月１日  

⑵ 第１条中大垣市税条例第２８条の２中第７項を第８項とし、第６項を第

７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定並び

に第２８条の３の２、第２８条の３の３及び第２８条の４第１項の改正規

定並びに次条の規定  令和２年１月１日  

⑶  第２条中大垣市税条例第１７条の改正規定及び附則第３条の規定  令

和３年１月１日  

⑷  第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定  令和

３年４月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  前条第２号に掲げる規定による改正後の大垣市税条例（次項及び第３

項において「２年新条例」という。）第２８条の２第５項の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係

る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場
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合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出す

る場合については、なお従前の例による。  

２  ２年新条例第２８条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定

は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき大垣市税条

例第２８条の２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第２８

条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。  

３  ２年新条例第２８条の３の３第１項の規定は、前条第２号に掲げる規定の

施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成

３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律

第３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第

１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）について提出する２年新条例第２８条の３の３第１項に規

定する申告書について適用する。  

第３条  附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の大垣市税条例第１７

条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第４条  別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定による

改正後の大垣市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自

動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取

得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につ

いて適用する。  

２  元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。  

第５条  附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の大垣市税条例の規定

は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２

年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  
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議第８１号  

   大垣市手数料徴収条例の一部改正について  

大垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 大垣市手数料徴収条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正

する。  

 別表１１の部６の項中「３，０００円」の次に「（新たに追加される建築物

にあっては、５，０００円）」を、「６，０００円」の次に「（新たに追加さ

れる建築物にあっては、１万円）」を、「１万円」の次に「（新たに追加される

建築物にあっては、１万７，０００円）」を、「１万７，０００円」の次に「（新

たに追加される建築物にあっては、２万９，０００円）」を、「２万９，０００

円」の次に「（新たに追加される建築物にあっては、４万８，０００円）」を、

「５万１，０００円」の次に「（新たに追加される建築物にあっては、８万

５，０００円）」を、「８万１，０００円」の次に「（新たに追加される建築物

にあっては、１３万５，０００円）」を、「１０万２，０００円」の次に「（新

たに追加される建築物にあっては、１７万円）」を、「１０万９，０００円」の

次に「（新たに追加される建築物にあっては、１８万１，０００円）」を、

「１２万８，０００円」の次に「（新たに追加される建築物にあっては、２１

万３，０００円）」を加え、同部７の項中「１万９，０００円」の次に「（新

たに追加される建築物にあっては、３万６，０００円）」を、「３万８，０００

円」の次に「（新たに追加される建築物にあっては、７万３，０００円）」を、

「５万４，０００円」の次に「（新たに追加される建築物にあっては、１０万

３，０００円）」を、「７万６，０００円」の次に「（新たに追加される建築物

にあっては、１４万５，０００円）」を、「１０万９，０００円」の次に「（新

たに追 加さ れる 建 築物に あっ ては 、 ２０万 ８， ００ ０ 円）」を、「１ ５万

８ ， ０ ０ ０ 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ２ ９ 万

８，０００円）」を、「２１万６，０００円」の次に「（新たに追加される建築

物にあっては、４０万４，０００円）」を、「２８万２，０００円」の次に「（新

たに追加される建築物にあっては、５２万９，０００円）」を、「３２万

９ ， ０ ０ ０ 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ６ ２ 万

２，０００円）」を、「５万９，０００円」の次に「（新たに追加される建築物

にあっては、１１万６，０００円）」を、「９万８，０００円」の次に「（新た
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に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 １ ９ 万 １ ， ０ ０ ０ 円 ） 」 を 、 「 １ ５ 万

７ ， ０ ０ ０ 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ２ ９ 万

８，０００円）」を、「２０万５，０００円」の次に「（新たに追加される建築

物にあっては、３８万２，０００円）」を、「２４万５，０００円」の次に「（新

たに追加される建築物にあっては、４５万６，０００円）」を、「２８ 万

７ ， ０ ０ ０ 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ５ ３ 万

２，０００円）」を、「４万７，０００円」の次に「（新たに追加される建築物

にあっては、９万２，０００円）」を、「８万円」の次に「（新たに追加される

建築物にあっては、１５万４，０００円）」を、「１３万３，０００円」の次に

「（新たに追加される建築物にあっては、２４万８，０００円）」を、「１７万

６ ， ０ ０ ０ 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ３ ２ 万

４，０００円）」を、「２１万２，０００円」の次に「（新たに追加される建築

物にあっては、３９万円）」を、「２５万円」の次に「（新たに追加される建築

物にあっては、４５万７，０００円）」を、「１２万９，０００円」の次に「（新

たに追加される建築物にあっては、２５万６，０００円）」を、「２０ 万

７ ， ０ ０ ０ 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ４ ０ 万

７，０００円）」を、「２９万８，０００円」の次に「（新たに追加される建築

物にあっては、５８万円）」を、「３６万９，０００円」の次に「（新たに追加

される建築物にあっては、７１万１，０００円）」を、「４３万６，０００円」

の次に「（新たに追加される建築物にあっては、８３万８，０００円）」を、

「 ５ ０ 万 円 」 の 次 に 「 （ 新 た に 追 加 さ れ る 建 築 物 に あ っ て は 、 ９ ５ 万

６，０００円）」を加え、同表備考第８号イ中「係る建築物」の次に「（建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第３項の規定の適用を受

ける場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び他の建築物。ウ及びエに

おいて同じ。）」を加え、同表備考に次のように加える。  

９  １１の部４の項から７の項までにおける建築物について、建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律第２９条第３項の規定の適用を受ける場

合の手数料の額は、認定を行う計画に係る一の建築物（変更の認定について

は、変更が行われない建築物を除く。）ごとに算出した額を合計した額とす

る。この場合において、１１の部４の項から７の項までの規定中「申請戸数」

とあるのは、「一の建築物の申請戸数」と読み替える。  

附 則 

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正

する法律（令和元年法律第４号）附則第１条本文に規定する施行の日から施行

する。  
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議第８２号  

   大垣市水道事業給水条例の一部改正について  

大垣市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

大垣市水道事業給水条例（平成１０年条例第７号）の一部を次のように改正

する。  

第３２条第１項中「第４条」を「第６条」に改める。  

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  
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議第８３号  

   請負契約の締結について  

 大垣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭  

和３９年条例第６号）第２条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結する  

ものとする。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

１  契 約 の 目 的  （補）荒崎幼保園改築（建築主体）工事  

２  契 約 金 額  ５億６万円 

３  契 約 の 方 法  事後審査型条件付き一般競争入札  

４  契約の相手方  大垣市本今４丁目６７番地５  

株式会社高岩組  

           代表取締役  髙木  英一  
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議第８４号  

   財産の取得について  

 大垣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第６号）第３条の規定に基づき、次のとおり財産を取得するもの

とする。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

１  財産の種類及び数量  新庁舎備品（電子掲示板等一式）  

２  取 得 価 格  ３，９０５万円 

３  取 得 の 方 法  指名競争入札  

４  取 得 の 相 手 方  大垣市小野４丁目３５番地１０  

              グレートインフォメーションネットワーク  

株式会社  

               代表取締役社長  川瀬 尚志  
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議第８５号  

   平成３０年度大垣市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定に基づ  

き、平成３０年度大垣市水道事業会計未処分利益剰余金１３億１，７１５万 

８５１円のうち４億６，７１５万８５１円を次のとおり処分し、残余を繰り越  

すものとする。  

  令和元年９月２日 提出  

                     大垣市長   小 川   敏 

 

   減 債 積 立 金  ３，５５０万５，７８３円 

   建設改良積立金  １億円  

   資本金への振替   ３億３，１６４万５，０６８円 

    うち積 立 金 の 取 崩 し 相 当 額 １億３，６００万円  

      長 期 前 受 金 戻 入 相 当 額 １億９，５６４万５，０６８円  
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報第９号  

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に基づき報告するものとする。 

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

専第７号  

   損害賠償の額の決定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分する。  

  令和元年６月５日 専決  

大垣市長   小 川   敏  

 

１  損 害 賠 償 の 額  １４万４，５０４円  

２  損害賠償の相手方  ●●●●●●●●●●  

             ●●●●●  

３  事 故 の 概 要  平成３１年４月１７日午後２時５０分頃、大垣市室

村町１丁目１２番地２において、本市クリーンセン

ター職員が運転する公用車が相手方が所有するブ

ロック塀等に接触し、損害を与えた。  
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報第１０号  

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に基づき報告するものとする。 

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

専第８号  

   損害賠償の額の決定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分する。  

  令和元年７月１日 専決  

大垣市長   小 川   敏  

 

１  損 害 賠 償 の 額  ５，６１６円  

２  損害賠償の相手方  ●●●●●●●●●●  

             ●●●●●  

３  事 故 の 概 要  令和元年５月３０日午後１時１５分頃、大垣市東町

３丁目２７番地１（三城幼保園遊戯室内）において、

本市三城幼保園職員が園児から預かった眼鏡を破

損し、損害を与えた。  
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認第１号  

   平成３０年度大垣市一般会計及び特別会計決算の認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、

別冊の平成３０年度大垣市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  
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認第２号  

   平成３０年度大垣市公営企業会計決算の認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基づ

き、別冊の平成３０年度大垣市病院事業会計決算及び平成３０年度大垣市水道

事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和元年９月２日 提出  

大垣市長   小 川   敏  
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